
所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・再生資源化（再資源化施設）　　・最終処分（管理型最終処分場）

・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード

 所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・埋立処分（管理型最終処分場）

 ・製造業者に回収委託

　・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

　・石綿含有せっこうボード　　６章による

・せっこうボードの処理

・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

・再生資源化を図るもの

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

処理方法　　　 　（　　　　　　　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

図示

図示

図示

９）植栽 伐採抜根一式

７）屋外設備

８）雑工作物 取りこわし一式

取りこわし一式

６）舗装 取りこわし一式

５）囲障

４）自転車置場

３）車庫

２）倉庫・書庫

１）庁舎棟

木造平家建て

鉄筋コンクリート造平家建て

木造平家建て

鉄筋コンクリート造２階建て 取りこわし一式

取りこわし一式

取りこわし一式

取りこわし一式

取りこわし一式

　棟　名　等 構造・規模等 適　　要

・コンクリート造塀

・コンクリート造柵

・鋼製フェンス

・　

・アスファルト舗装

・　

・　

・オイルタンク置場

・受水槽基礎

・掲示板

・　

　１．上記３．工事種目の建築物等の取りこわしを行う

　２．給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う

Ⅰ．工　事　概　要

章 特　　　記　　　事　　　項項　　　　目

［６．１．１］ ・ 

１　適用範囲 建築設備に使用されている石綿含有材の処理

［６．１．３］

※適用基準等　
１
　
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

２　調査 調査

　※石綿含有建材の事前調査

　・分析による石綿含有建材の調査

　　　分析対象

　除去工法　　※手作業で取外し　・切断・破砕等

　　　　　　　　切断・破砕等する場合は、作業場所を隔離し、湿潤な状態を

　　　　　　　　保ちながら作業する。（作業場所の隔離は、負圧に保つ必要

　　　　　　　　はない。

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　除去範囲　  ※ 図示　　・ 

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)

・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)の除去

　除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種の処分

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)

　　石綿含有成形板(下地

　　調整材)の除去

下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1～6.2.4及び6.2.6による

＜４．６．３＞

＜４．６．２＞

材　料

砂利厚さ

・60ｍｍ 　・　

適用箇所　

・図示による(　　　　　　)

＜４．６．４＞

＜６．１４．１＞

捨コンクリートの厚さ　　

適用箇所

・50ｍｍ　・　

・基礎梁下、土に接するスラブ下

・図示による(　　　　　　)

設計基準強度　　

・18Ｎ/ｍｍ2

スランプ　　

・15ｃｍ　・18ｃｍ　

＜２２．２．２＞

＜２２．２．５＞

＜２２．２．３＞

路床の材料 ・遮断層　　※川砂、海砂又は良質な山砂　　厚さは図示による

　　　　　　　　　　　　 ・切込み砂利・砂厚さは図示による

　　　　 　・フィルター層　※砂　　厚さは図示による

※添加材料による安定処理

路床安定処理 ・行う

添加量　　　　ｋｇ/ｍ2（目標ＣＢＲ　※ 5 以上　・　　）

・ジオテキスタイル

単位面積質量　　60ｇ/ｍ2 以上

厚さ (㎜)　　　 0.5～1.0

引張強さ　　　　98Ｎ/5ｃｍ (10ｋｇｆ/5ｃｍ) 以上

透水係数　　　　1.5×10 ｃｍ/ｓｅｃ 以上

盛土に用いる材料

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

試験　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　※行う　　・行わない

　　　路床の締固め度の試験　　　　　　　※行う　　・行わない

２　捨コンクリート地業

１　砂利地業

３　路　床

・生石灰（・特号　・１号）　・消石灰（・特号　・１号）

-1

　　　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　　※行う　　・行わない

＜２２．３．５＞

＜２２．３．２～３＞

・クラッシャラン鉄鋼スラグ

－

・舗石

・転圧コンクリート舗装

・コンクリート平板舗装

・透水性アスファルト舗装

・コンクリート舗装

・カラー舗装

・アスファルト舗装

歩道部

路盤の厚さ (ｍｍ)

　　　舗装

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

車道部

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

－

－

路盤材料

・インターロッキングブロック舗装

※再生材のクラッシャラン

舗装の種類

＜２２．４．２～６＞

舗装の種類

・アスファルト舗装

車道部の基層

・無し　・有り

備　　考

アスファルト

骨　材 ※砕石

・細粒度アスファルト混合物(13)　　・細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)

表層

基層

※密粒度アスファルト混合物(13)　　　

・粗粒度アスファルト混合物(20)

※一般地域区分　　　

※密粒度アスファルト混合物(13F)

・寒冷地域

加熱アスファルト混合物等の種類

シールコートの施工　　・行う

４　路　盤

５　アスファルト舗装

・透水性コンクリート舗装 － ※図示

試験　　路盤の締固め度試験　　※行う　・行わない

試験　　アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　　・行わない　　

　　　１章 ４ による

７　石綿含有仕上塗材又は

 　※石綿障害予防規則（平成十七年二月二十四日厚生労働省第二十一号）第６条

　　　　・集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

　　　　・集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）

　　　　・超音波ケレン工法（ＨＥＰＡフィルター付き掃除機併用）

　　　　・剥離剤併用手工具ケレン工法

　　　　・剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa程度）

　　　　・剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa以上）

　　　　・剥離剤併用超音波ケレン工法

　　　　・集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法

　　　　・　

　 除去対象範囲　　　　　　　※図示

　 作業場所の隔離　　　　　　※行わない　　・行う

　 試験施工　　　　　　　　　※行わない　　・行う

　 除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

       　　　　　　　※解体共通仕様書6.3.3による　　・　

 　除去工法

 　・　

　　　　・集じん装置併用手工具ケレン工法

　　 による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法

・ 建築工事標準詳細図　(令和４年版)　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

［６．３．２］

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　　　クロシドライト、トレモライト

　　　分析方法

　　　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　　採取箇所　・図示　　・　　　　

分析方法（定量）

測定時期、場所及び測定点

測定名称

測定1

測定2

測定3

処理作業前

測定時期

処理作業室内

測 定 点

（各施工箇所ごと）

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

適用 測定場所

・

・

・

　　濃度測定

調査対象室外部の付近

処理作業室内

出口吹出し風速1m/sec以下の位置

・ 計　　点
・

処理作業中

・ ・ 計　　点

（処理作業室外の場合）

測定方法

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業後シート

撤去後1週間以降

処理作業後（シート養生中）

処理作業室内

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・

・

・

・ 処理作業室外

測定4 セキュリティゾーン入口

　・施工区画周辺　・敷地境界

集じん・排気装置の排出口

測定6

測定5

測定7

測定8

測定9

・自動測定器による測定

　・測定4　・測定5

　・測定（　　）

　　測定名称

粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティクルカウンター、

繊維状粒子自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

　測定方法

３　石綿粉じん

メンブレンフィルタ直径 (ｍｍ)

試料の吸引流量 (ｌ/ｍｉｎ)

試料の吸引時間 (ｍｉｎ)

・測定4 

・測定5 

・測定（　）

・測定（　）・測定（　）

25

30

 5 10

47

120

47

10

240

・測定（　）・JIS K 3850-1に基づいた測定

　測定名称

除去範囲　　　※ 図示　　・　

除去工法　　の除去

４　石綿含有吹付け材

除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置　※ 湿潤化　　・ 固形化

除去した石綿含有吹付け材等の処分

・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設）

除去範囲　　　 ※ 図示　　・ 

  　等の除去

除去した石綿含有吹付け材等の処分

・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

除去工法　　　 ※原形のまま手ばらし　 ・ 破砕して除去

  　の除去

　除去工法　　※切断・破砕等以外(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外す等)

　除去範囲　　※ 図示　　・ 

　除去した石綿含有成形板の処分

　・石綿含有せっこうボード

　　※埋立処分（管理型最終処分場）

・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去

５　石綿含有保温材

６　石綿含有成形板

材料名

・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

分析方法（定性）

※ 解体共通仕様書6.3.2による

　［６．１．３］

［６．４．１～４］

［６．５．１～４］

       　　　　　　　

　 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

　 確認及び後片付け　※解体共通仕様書6.3.4による

３．工事種目

４．工事内容

２．敷地面積

１．工事場所

・ 営繕工事写真撮影要領(令和５年版)　国土交通省大臣官房官庁営繕部

［５．４．１］ 解体方法及び処分方法　　・ 

サンプリング調査　　・ ７　ダイオキシン類

６　廃酸・廃アルカリ

［５．４．１］

廃酸・廃アルカリの処理　　・ 

・ 臭化リチウム（直炊吸収冷温水機）

・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

　 タンク内部の清掃　　※行う　　・行わない

・ オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等（配管内含む）

廃油の処理　　・行う

［５．４．１］

５　廃油

　　　除去範囲　　※図示　

・除去処理工事

　　　分析個数　　計　　箇所

　　専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う

・第二次判定

　　　採取箇所　　※図示　

　　　採取箇所数　　計　　箇所

　　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する［５．４．１］

・第一次判定　シーリング材

ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査及び撤去４　ＰＣＢ含有

微量ＰＣＢの分析調査　　・ 

・　　　　　　　　　（試料数　　個）

・　　　　　　　　　（試料数　　個）

事前調査対象機器［５．４．１］

３　ＰＣＢ含有機器類

特別管理産業廃棄物の種類、処分等　・ 

［５．４．１］

２　特別管理産業廃棄物

採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所

・ ダイオキシン類　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 微量ＰＣＢ　　　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 廃酸、廃アルカリ　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 廃油　　　　　　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

分析調査対象材料

現場にてサンプルを採取し、分析調査を行う。

［５．１．２］

１　分析調査５
　
特
 
別
 
管
 
理
 
産
 
業
 
廃
 
棄
 
物
 
等
 
の
 
処
 
理
 
等

［４．５．１］

　　建設廃棄物

１　処理に注意を要する４
　
建
 
設
 
廃
 
棄
 
物
 
の
 
処
 
理

・ 現場発生の良質土

・ 山砂の類　・ 他現場の建設発生土の中の良質土・再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土の材料

整地高さ　　・ 現状ＧＬ　　・ 図示

・ 行う

解体後の埋戻し及び盛土

［３．１３．１］

７　整地・埋戻し及び盛土

地下埋設物・埋設配管の撤去　　・ 行う　　・ 行わない

［３．１２．１］

６　地下埋設物・埋設配管

樹木の伐採抜根及び移植　　・ 行う　　・ 行わない

舗装の路盤の撤去　　・ 行う　　・ 行わない

［３．１１．１］

５　構内舗装、樹木等

［３．１０．１］

４　さく、照明設備等 さく、照明設備等の撤去　　※ 図示　　・ 

引抜いた杭の処理方法　　・図示　　

杭の解体方法　　・ 引抜き工法　　・ 破砕工法

杭の処理

［３．９．２］

３　杭の解体

［３．９．１］

２　基礎等 捨てコンクリートまで撤去を行う

［３．２．１］ ・事前措置による　　　・本工事による

浄化槽等の汚水及び汚物の回収、洗浄、消毒　　１　事前措置３
　
解
 
体
 
施
 
工

・ 構内既存の施設を利用できる（※ 有償　　・ 無償）

※ 別途引き込みとする５　工事用電力

構内既存の施設　※ 利用できる（※ 有償　　・ 無償）　・ 利用できない４　工事用水

　備品等は監督職員の指示を受けて設置するものとする。

・ 構内に新設する　

・ 既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　）

※ 設けない

［２．３．１］

３　監督職員事務所

先行専用足場方式により行うこと。
の組立て等に関する基準」における２の(２)手すり据置方式又は(3)手すり

しなければならない。なお、設置においては、「手すり先行工法による足場

すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置

によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、

（厚生労働省平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

［２．２．２］

２　足場その他

設置範囲及び高さ　　　・　図示　

騒音・粉塵等の対策　　・　防音パネル　・　防音シート　・　養生シート

［２．２．１］

１　騒音・粉塵等の対策
　
２
　
仮
 
設
 
工
 
事

６
　
石
 
綿
 
含
 
有
 
建
 
材
 
の
 
除
 
去
 
等

７
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

８
　
そ
 
の
 
他

・ 　　箇所

JIS A 1481-3、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5

［７．３．１］

２　特定化学物質等 回収及び処分方法　　・ 

・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

監督職員に次の書類を提出する。

いるものは、同法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、
「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象になって

・冷凍機の冷媒

・ルームエアコンディショナーの冷媒

・パッケージ形空気調和機の冷媒

フロン類を使用している設備機器

［７．３．１］

１　フロン調査範囲及び調査方法　　※ 図示

調査報告書　　提出２部

・とび作業（　※一級　　・二級　）　

［１．５．２］

［１．３．１０］

８　発生材の処理

再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。)に留意すること。

における公共工事の配慮事項(資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和３年２月１９日変更閣議決定）

国等による環境物品等の調達の推等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく

［１．３．９］

７　環境への配慮

貸与資料（　　　　　　　　　　　　）

調査範囲（※工事範囲　　・図示　　）

必要になるため、監督職員と協議するものとする。

事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査が

使用の有無について事前調査し、調査結果を監督職員に提出する。

について、設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法により

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、解体の作業に係る全ての材料

［１．４．１］

　事前調査

６　石綿含有建材の ※石綿含有建材の事前調査

参考に、工事安全計画書を作成し、監督職員に提出する。

建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）を

［１．３．６～８］

・本工事は、週休２日工事の対象外である。

　参照すること。

・本工事は、週休２日工事の対象である。週休２日工事特記仕様書を

※週休２日工事について

建設発生土仮置場　　（※図示　・　　　　　　　　　）

資機材置場　　　　　（※図示　・　　　　　　　　　）

工事車両の駐車場所　（※図示　・　　　　　　　　　）

部位別の施工順序　　※指定なし　　・指定あり（　　　　　　　　　　　　）

監督職員と協議するものとする）

きない日等（予定）」に基づき

施工ができない日等　※指定なし　　・指定あり（別添「学校行事に伴う施工がで

施工時間帯　　　　　※指定なし　　・指定あり（　　　　　　　　　　　　）

［１．３．５］

４　施工条件

・ 適用する

［１．３．３］

３　電気保安技術者

で、鉛中毒予防規則等関係法令を遵守する。

業を行う場合には、塗料における鉛等有害物の使用状況を適切に把握した上

３０日）により、鉛等有害物を含有する建築物の塗料の剥離やかき落とし作

害防止について（基安労発0530第1号、基安化発0530第1号　平成２６年５月

受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更時と工事完成時の間が１０日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）

に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

登録対象は、工事請負代金５００万円以上の全ての工事とし、

「鉛等有害物を含する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障

９　施工数量調査

10　技能士

保全に関する資料　不要

完成図（作図範囲　配置図）（CADデータの提出　※要　・不要）11　完成時の提出図書

［１．６．２］

２　関係法令等の遵守

［１．１．１３］

［１．１．４］

１　工事実績情報の

作成・登録

について

５　安全計画書

岡山市建築解体工事特記仕様書

Ｒ０８．０４

（７）「監督職員」は「監督員」と読み替える。

（６）特記事項に記載の <　　> 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

（５）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

（４）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

２．特記仕様

（２）特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

（１）項目は番号に〇印のついたものを適用する。

（３）Ｇ印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に

　　　関する基本方針」に定める特定調達物品等を示す。

Ⅱ．建築工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準

「建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）」（以下「解体共通仕様書」という。）による。

仕様書（建築工事編）令和７年版」（以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕

様書（建築工事編）令和７年版」（以下「改修標準仕様書」という。）による。

・再生クラッシャラン(G)　　　・切込砂利及び切込砕石

　　　　　 ・凍上抑制層　※再生クラッシャラン(G)・クラッシャラン

種類・普通ポルトランドセメント・フライアッシュセメントＢ種(G)

・再生アスファルト(G)

・再生材(G)　　・　

・ストレートアスファルト

4,207.02㎡

　岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

解体工事

942.81㎡

図示

図示

工事名

図面名

　 岡山市　都市整備局　住宅･建築部　公共建築課 
課長 課長補佐 係長 課員

縮

担当者 承認 検図 製図

 Ｎｏ．

尺

１級建築士事務所　県知事登録　第13060号

Tel：086-225-1367 Fax：086-223-2070
〒700-0838 岡山市北区京町１０番２号
１級建築士　第132373号 東元　久雄

(A1)　NON-SCALE
(A3)　NON-SCALE

解体工事特記仕様書

岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

【解体工事】

令和　8年　3月 001

Ｄ



飼育小屋 既存

既存北側門塀

屋根:小波ｽﾚｰﾄ葺き　 　

門塀:吹付ﾀｲﾙ(模様大)

◆

◆

◆24：ﾎﾟﾘｼｰﾄ離隔養生＋集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(※AD-010,011参照)

◆ アスベストの含有仕上げ材等の使用がある箇所を示す※

工事名

図面名

　 岡山市　都市整備局　住宅･建築部　公共建築課 
課長 課長補佐 係長 課員

縮

担当者 承認 検図 製図

 Ｎｏ．

尺
(A1)　NON-SCALE
(A3)　NON-SCALE

岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

令和　8年　3月

外部仕上表 Ｄ

002

１級建築士事務所　県知事登録　第13060号

Tel：086-225-1367 Fax：086-223-2070
〒700-0838 岡山市北区京町１０番２号
１級建築士　第132373号 東元　久雄

【解体工事】


